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午前・午後 ２時５５分 

東郷町議会副議長 水川 淳 殿 

                東郷町議会議員  会派 立憲民主党 

                議席番号７ 番  氏名 國府田さとみ ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について質

問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 

記  

                            №２－１   

 

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 １  本町の保育

における待機

児童対策につ

いて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２  子どもたち

の 心 の ケ ア ー

に お け る 対 応

について  

 

 

 ⑴  待機児童の現状と今後の対応について  

  ア  本年度の待機児童の現状はどのよう

か。  

  イ  前年 11 月の保育園入所申し込み受付

時に提供される申請者への待機に関す

る情報について、確実に入所できる旨

伝えられていたが、現状、1 月中旬の決

定通知では待機を通達されたという事

例がある。そのような齟齬が生じた要

因は何であるか。  

  ウ  あらかじめ各年の待機率を予測し

て、利用希望者にできるだけ現状を的

確に伝える仕組みが必要だと思うが、

それについての対応策をどう考える

か。  

  エ  今後の待機児童における動向と、解

消に向けた対応策はどのようか。  

 

 ⑵  一時保育事業との連携について  

  ア  一時保育の利用状況の現況として、

目的や利用率、利用時期の動向はどの

ようか。  

  イ  一時保育との連携や情報共有が待機

児童の解消へ与える影響として、どう

と考えるか。  

 

 ⑴  昨年開催された「子ども議会」におい

て、小学生児童からの質問で、スクー

ルカウンセラーへの相談が、時には 1

か月待ちとなるといった現状があり、

そうした状況を改善できないかという  
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７番氏名  國府田  さとみ  №２－２   

問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  妊産婦 並び

に 乳 幼 児 の 保

育 支 援 に つ い

て  

 

投げかけがあった。スクールカウンセ

ラーをはじめとする、子どもたちの心

のケアーに関する対応について  

  ア  スクールカウンセラー、心の相談員

及びスクールソーシャルワーカーの配

置、運用状況、対応件数及び対応状況

の現況はどのようか。  

  イ  すぐに相談を受けられない状況にな

った場合、これまでどのように対応し

てきたのか。  

  ウ  十分な対応が図られる為に、今後の

対応の在り方をどのように考えるか。  

  エ  学校以外の外部組織（地域ボランテ

ィア、NPO 団体、民間組織等）との連

携、活用についてどのように考えるか。 

 

 ⑴  産後ケア訪問事業について  

  ア  これまでの利用実績として、件数や

対応内容はどのようか。  

  イ  事業への周知はどのように図られて

いるか。  

  ウ  乳房ケア、授乳のトラブルにおける

対応はどのようか。  

  エ  助産院との連携の必要性や連携の仕

方についての考えを伺う。  

  オ  乳腺炎の防止を含む乳房ケアの必要

性など、より産婦の実情にあった支援

を行っていく為に、今後の産後ケア事

業の在り方についての考えを伺う。  

 

⑵  妊産婦タクシーチケットについて  

  ア  申請件数、利用率、利用の目的等、

活用状況はどのようか。  

  イ  今後、より活用しやすい事業内容に

する為の考えを伺う。  

 

 ⑶  パパ・ママ教室について  

  ア  実施の現況と教室への男性の参加率

はどのようか。  

  イ  男性の育休促進並びに“取るだけ育

休”にならない為の、パパ・ママ教室

の在り方についての考えを伺う。  
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（注）要旨は、具体的に記載すること。  


